
１　今日現在の年齢を記載して下さい。（１４歳以下は受講できません）

　　１で「15歳」と答えた方のみ回答して下さい。

16歳になるまで、原動機付自転車の試験を受験できないことは理解しています。

原付講習終了証明書の有効期限は１年であることは理解しています。

原付講習終了証明書の有効期限が切れた場合は、再度原付講習を受講しなければなら

ないことを理解しています。

２　過去に運転免許証を取得していたことはありません。【（はい）と回答した方は８に進んでください】

３　２で（いいえ）と回答した方のみ以下の質問に回答して下さい。

私は、特定失効者で、原付車を運転することができる免許を受けていた者です。

私は、原付免許を申請した日前６ヶ月以内に原付免許を運転できる外国免許を有し

ていたことがある者で、当該国の滞在期間が３ヶ月以上の者です。

私は、原付免許を申請した日前１年以内に取消処分者講習を受講した者です。

4

５ ４で（はい）と答えた方は原付講習を受講することは出来ません。

６ ４で（いいえ）と答えた方のみ回答して下さい。

私の思い違い等で受講することにより私自身に不利益があったとしても異存ありません。

７　６で（いいえ）と回答した方は受講できません。

8 今までに、無免許運転や仮免許違反等をしたことやさせたこと、または

暴走行為等で警察に検挙されたことはありません。【（はい）と回答した方は１２に進んでください】

9 ８で（いいえ）と答えた方のみ回答して下さい。

既に警察署等で原付免許の取得について調査して、受験可能であることを確認しています。

10 ９で（いいえ）と答えた方のみ回答してください。

私は過去に違反等はあるが明らかに欠格期間ではないので受講を希望します。ただし

私の思い違い等で受講することにより私自身に不利益があったとしても異存ありません。

11 10で（いいえ）と回答した者は原付講習を受講することはできません。

12

病気が原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。

病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある。

十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に

眠り込んでしまうことが週３回以上ある。

病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

【（はい）と回答した方のみ　　欄に進んでください】

13

申請前に運転適性相談を終了し終了書を受理している。

14 13で（いいえ）と答えた方のみ回答してください。

運転適性相談の終了の有無に関わらず、受講することで今後、私自身に不利益が

あったとしても異存ありません。

15 14で（いいえ）と回答した者は原付講習を受講することはできません。

　上記１～１５のことについて相違ありません。

　なお、上記の内容に虚偽があった場合や自動車学校の指示に従わなかった場合は、原付試験を受験できないこと、

講習手数料が返還されないこと又は原付講習終了証明書の交付が受けられないことについて一切異議・苦情の申し

立ては致しません。

福岡県公安委員会　殿
【受講者自署】

      　　　　 年　　　　　月　　　　  日 　受講者氏名

はい いいえ

【　誓      約      書　】

　あてはまる回答欄に数字または○をつけ、下欄に日付、署名をしてください

質　問　欄 回答欄

歳

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

指導員に相談してください

はい いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい いいえ

はい いいえ

指導員に相談してください

はい いいえ

別記様式第５号

指導員に相談してください

はい

はい いいえ

いいえ

はい いいえ

はい

指導員に相談してください

はい

はい いいえ

いいえ


